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▼問い合せ先＝保険課　介護保険係　牲○56 9102

（第（第4回）回） （第4回） こんなサービスがあります こんなサービスがあります 

● 必要なとき一時的に施設に入所して介護や

リハビリがうけられます

・短期入所生活介護（ショートステイ）

・短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

● 日帰りで施設に通って介護やリハビリがう

けられます

・通所介護（デイサービス）

・通所リハビリテーション（デイケア）

要 共同生活を通じて、日常生活の介護がうけ
られます（認知症の人が対象です）

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

● 有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入

所している人を対象に、日常生活の介護が

うけられます

・特定施設入所者生活介護

サービスを利用する

ときは担当の介護支

援専門員（ケアマネ

ジャー）に相談して

ください。
介護保険シリーズ第3回の記事に誤りがありま
した。訂正してお詫びいたします。
8月号9ページ左上
（誤）サービスを提供してくれる事業者が町と連

絡をとりながら、～利用します。
（正）サービスを提供してくれる事業者や町と連

絡をとりながら、～利用します。

施設サービス 
（設備の整った施設で 
長期的に介護をうけたい） 

施設サービス 
（設備の整った施設で 
長期的に介護をうけたい） 

在宅サービス 
（住み慣れた家で介護をうけたい） 
在宅サービス 
（住み慣れた家で介護をうけたい） 

介
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な
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①
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介
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介
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介
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②
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要 施設に入所して介護やリハビリがうけられます
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）への入所

・介護老人保健施設への入所

・介護療養型医療施設への入所（入院）

● 自宅で介護やリハビリがうけられます

・訪問介護（ホームヘルプサービス）

・訪問入浴介護

・訪問リハビリテーション

● 福祉用具を利用するとき費用の補助がうけ

られます

・福祉用具の貸与

（杖、車いす、特殊ベットなど）

・福祉用具の購入費の支給

（入浴、排泄の補助用具など）

● 住宅を改修するとき費用の補助がうけられます

・住宅改修費の支給

（手すりの設置、段差の解消など）

● 自宅で療養上の管理（薬の管理など）や看

護がうけられます

・居宅療養管理指導

・訪問看護

※ 要 …この印が付いているサービスは要介護
に認定された人が対象です。要支援の
人は利用できません。


